
項番 仕様書等の該当箇所 照会事項 回答 回答日

1
委託要領 4ページ
と
委託要領 別添1-3

委託要領の4ページでは、「カスタマーバーコードは、内国郵便約款別記14（郵便物の受
取人の住所又は居所等をバーコードに変換し記載する方法）に規定する方法であるこ
と。」と記載が有ります。
別添1-3の国民年金保険料納付書送付書レイアウト見本では、カスタマーバーコードの
印字に該当する箇所にデータの項番の記載はありませんでした。
カスタマーバーコードを作成するためには、データの項番5の郵便番号、項番14の1行目
住所データ、項番17の2行目住所データ、項番20の3行目住所データの項番から計算して
作成して良いでしょうか。

ご認識の通りです。

3月3日

2
委託要領 別添1-3
と
別添6

別添1-3の国民年金保険料納付書送付書レイアウト見本に別添 郵便番号と別添 事務
センター名の印字項目の記載が有ります。
別添6の事務センター一覧は業者決定後、お知らせしますとの記載が有ります。
テスト品作成時点では該当の2か所の印字は空欄で良いでしょうか。

技術テスト用データ貸与時に、併せて貸与したセキュアUSBメモリ内に
「事務センター一覧」データを格納しておりますので、テスト品作成時点で
は、当該データを印字ください。 3月3日

質問事項の回答（案件名：国民年金保険料の年末・年度末収納対策用納付書の作成及び発送準備業務（令和8年度実施分））


